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法職連絡会のご報告 

 

 

８月３０日午前１０時より、法人職員連絡会（法職連絡会）が開催され、組合執行部から、

小山委員長、錦織副委員長、成澤事務局長、分藤中央執行委員が参加しました。 

 法人側から、(1)第 3期中期目標期間(6年目終了時)に係る業務の実績に関する評価の結果

ついて、(2)第 4期中期目標期間に係る中期計画の進捗状況、(3)就業規則の変更について、 

説明がありました。 

 今回は、組合から事前に４つの事項について質問をしており、それらについて、法人から

回答がありました。 

 

（１） 教育重点教員と研究重点教員について 

 大学教員は、学問の自由と大学の自治（日本国憲法 23条）の要請から、各自が自己の研

究・教育を独自に進めるとともに、その所属する学部の重要事項を決定する教授会に参加す

る平等の資格を有すると意味で、基本的に、同様の職務に従事することが想定されていま

す。大学教員を「教育重点」と「研究重点」の教員にわけることは、その想定を掘り崩す危

険性を孕むものです。組合は、このような考え方に立ち、この制度を導入するにしても、あ

くまでも例外的な位置づけにすべきこと、また、本人の同意なく、どちらかのタイプに振り

分けたり、一度振り分けられたタイプが永続化したりすることのないように要求いたしまし

た。それに対して、法人からは、現在、制度の構築中であるが、教員の意思に反していずれ

かのタイプに振り分けることや、そのタイプが固定化するようなことがないような制度設計

に努めるとの説明がありました。また、正式に導入する際には、学部に相談がくるとのこと

でした。今後も、この動向には注目していきたいと思います。 

 

（２） 基幹教員制度 

 組合からは、基幹教員制度の全面的採用にも（１）と同様の問題があると伝えました。法

人からは、この問題については、すでに学部に周知されているというものでした。5月～8

月におこなわれた各学部への説明において、信州大学においては、基幹教員制度の導入後

も、教員の業務上や身分上の扱いは、これまでの専任教員の状況と基本的に同じと説明があ

ったところです。 

 



（３） 駐車場問題 

 新駐車場の建設によって、駐車場の利用料金が値上げされました。通常の利用者が 1000

円から 2500円への 1500円の値上げなのに対して、2キロメートル未満に居住する特別の

事情がある利用者については、2000円から 4500円への 2500円の値上げがおこなわれまし

た。組合から、特別の事情のある人たちに対しての値上げ幅が大きいことを問題にしたとこ

ろ、法人から、松本キャンパス交通対策部会で検討し善処するとの答をいただきました。法

人側の対応を待ちたいと思います。 

 

（４） 就業規則の改正について 

この 3月に、労働契約法の趣旨にしたがって、就業規則が変更されたところです。組合

は、労働契約法の趣旨を逸脱するような雇止めをしないこと、また、１０年を超えて雇用す

る場合の要件の明確化を求めました。法人から、労働契約法の趣旨に沿う対応をしているこ

と、また、１０年を超えて雇用する場合の要件については就業規則に規定しているとの説明

がありました。しかし、これらについては、組合が満足するお答えをいただけませんでし

た。また、就業規則の改正にかかわらず、労働契約法上の要件を満たしたすべての教職員の

無期雇用を求めました。こちらについては、要件を満たした者は、無期雇用を申し込む権利

が発生するとの答をいただきました。 

 

組合としては、これらの問題について、今後も注目していきたいと考えています。中村学

長は、連絡会で、「人があってこその大学」、「働き甲斐のある大学」、「やりがいのある大

学」を目指すとおっしゃいました。わたしたちの目指すところも同じところにあります。労

使協力しながら、よい大学を目指していきたいと考えています。組合にいろいろな声を届け

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


